
「第 2 次富山市 SDGｓ未来都市計画」終了後のＳＤＧｓ推進体制について

（１）「富山市 SDGｓ未来都市計画」の統合について

本市では、平成 30年 6月に内閣府から「SDGｓ未来都市」に選定されて以来、「第１次富山市

SDGｓ未来都市計画（平成 30年 8月～令和 2年度）」「第２次富山市SDGｓ未来都市計画（令

和３年度～令和７年度）」を策定し、様々な取組を進めてきた。

「第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画」は、令和 7年度末をもって終了となる。今後は、ＳＤＧｓの

取組を更に推進するため、本市の最上位計画である「富山市総合計画」にＳＧＤｓの推進にかか

る計画を包含し、一体的に策定することとする。

現在、「第３次富山市総合計画（令和９年度～令和１８年度）」を策定しており、総合計画審議会

での議論なども踏まえながら、ＳＤＧｓの更なる推進について、新しい計画の中に盛り込んでいくこ

ととする。

（２）「富山市 SDGｓ未来都市戦略会議」の終了について

「富山市 SDGｓ未来都市戦略会議」は、平成 30年７月に、「持続可能な開発目標」の達成に向

けて、総合的かつ効果的な取組の推進を図るため意見聴取等を行うことを目的に設置された。

これまで計９回の会議を開催し、「富山市 SDGｓ未来都市計画（第１次、第２次）」の策定や進捗

管理をはじめ、本市のＳＤＧｓ推進に関する様々なご意見をいただいた。

今後、「富山市 SDGｓ未来都市計画」を「富山市総合計画」に包含するにあたり、学識経験者等

で構成される「総合計画審議会」の中で、ＳＤＧｓの推進も含めた計画策定について議論を行い、

また、進捗管理についても、総合計画の評価とあわせて行うこととなるため、「富山市 SDGｓ未来

都市戦略会議」は令和 7年度末をもって終了とする。
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【参考】現行の「第２次富山市総合計画　後期基本計画（令和４年度～令和８年度）」とＳＤＧｓの１７の目標との関係

政策 施策

まちづくりの目標Ⅰ　すべての人が輝き安心して暮らせるまち【人材・暮らし】

(1)学校教育の充実 ● ●
(2)高等教育の振興 ● ●
(3)家庭・地域における教育力の向上 ● ●
(4)生涯学習の充実 ● ●
(1)スポーツ・レクリエーション活動の振興 ● ●
(2)健康づくり活動の充実 ● ● ●
(3)介護予防・高齢者の元気づくり ● ● ● ●
(1)出産・子育て環境の充実 ● ● ● ● ● ●
(2)高齢者・障害者への支援 ● ● ●
(3)保健・医療・福祉の連携、充実 ● ●

まちづくりの目標Ⅱ　安心・安全で持続性のある魅力的なまち【都市・環境】

(1)災害に強く回復力のある安全なまちづくり ● ● ● ● ●
(2)雪に強いまちづくり ● ●
(3)消防･救急体制の整備 ● ● ● ●
(4)防犯・交通安全対策の充実 ● ● ●
(5)快適な生活環境づくり ● ● ● ● ● ●
(1)賑わいと交流の都市空間の整備・充実 ● ● ●
(2)歩いて暮らせるまちづくりの推進 ● ●
(3)まちなか居住の推進 ●
(4)地域の生活拠点の整備 ●
(5)交通体系の整備 ● ● ● ●
(1)個性を生かした地域環境の整備 ● ● ● ● ●
(2)水と緑が映えるまちづくり ● ● ●
(3)潤いのある都市生活基盤の整備 ● ●
(4)暮らしの安全を守り安らぎを与える森づくり ● ●
(5)中山間地域の振興 ● ● ●
(1)循環型まちづくりの基盤整備 ● ● ● ● ● ●
(2)エネルギーの有効活用 ● ● ● ● ● ●
(3)市民・企業・行政の協働による環境負荷低減への取組 ● ● ● ●

まちづくりの目標Ⅲ　人が集い活気にあふれ希望に満ちたまち【活力・交流】

(1)ものづくり・しくみづくりの強化 ● ● ● ●
(2)企業の誘致・拠点化支援 ● ● ● ●
(3)新産業・新事業の創出 ● ● ● ● ●
(4)強い農林水産業の振興 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(5)活力を創出する人材育成 ● ● ● ●
(1)広域・滞在型観光の推進 ● ●
(2)観光資源の創出・発信と受入体制の整備 ● ● ● ●
(3)多様な交流の促進 ● ● ● ● ●
(1)多様な雇用機会の創出 ● ●
(2)勤労者福祉の向上 ● ●
(3)二地域居住・移住の支援 ●
(1)伝統的文化・文化遺産の保全・活用 ●
(2)質の高い芸術文化の発信 ● ● ● ●
(3)市民の芸術文化活動への支援 ● ●

まちづくりの目標Ⅳ　共生社会を実現し誇りを大切にする協働のまち【協働・連携】

(1)市民主体のまちづくり ● ●
(2)一人ひとりが尊重される地域社会づくり ● ● ● ●
(3)地域を担う人材の育成 ● ●
(4)コミュニティの強化 ● ● ●
(5)地域・自治体としてのブランディングとシティプロモーション ● ● ● ●
(6)シビックプライドの醸成 ● ●
(1)計画的で効率的な行財政運営の推進 ● ● ●
(2)職員の意識改革と組織の活性化 ● ● ● ●
(3)地方分権・広域連携行政への対応 ●

１ すべての世代が
　 学び活躍できる
　 ひとづくり

２ いつまでも元気
　 で暮らせる健康
 　づくり

３ 誰もが自立し安
　 心して暮らせる
　 まちづくり

１ 人にやさしい安
　 心・安全なまち
　 づくり

２ コンパクトなま
　 ちづくり

３ 潤いと安らぎの
　 あるまちづくり

４ 自然にやさしい
　 まちづくり

１ 新たな価値を創
　 出する産業づく
　 り

２ 観光・交流のま
　 ちづくり

３ いきいきと働け
　 るまちづくり

４ 歴史・文化・芸
　 術のまちづくり

１ 市民協働による
　 共生社会づくり

２ 市民の誇りづく
　 り

３ しなやかな行政
　 体づくり


